
 

 

外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 県は、外国人技能実習生受入機関の優良化並びに外国人技能実習生の確保及び適正な労

働環境での技能の向上を図るため、外国人技能実習生受入機関が行う地域社会との共生に資す

る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付

規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、県内に事務

所を有する外国人技能実習生受入機関（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２条第１０項に規定する監理団体をいう。）とする。 

 

（欠格事由） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次

号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）役員等（役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有するもので

あるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行しうる

地位にある者を含む。）をいう。）をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴対法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に

関与している法人 

（３）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人 

（４）役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している法人 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人 

（６）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有している法人 

（７）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であるこ

とを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利

用している法人 

 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助

対象経費」という。）、補助率並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金の額 

（１事業当たり） 

日本語習得のための 講師の謝金及び旅費、教材費、 １／２以内 補助対象経費に



 

 

日本語研修 印刷費、消耗品費、会場使用

料、委託料、受講料、交通費

その他研修に必要と認める経

費 

 補助率を乗じて

得た額（３０万円

を上限とする。） 

文化・伝統行事の体

験事業や地域住民と

の触れ合いを図る交

流会に関する事業 

会場使用料、交通費、参加費、

レンタル料その他知事が適当

と認める経費 

１／２以内 補助対象経費に

補助率を乗じて

得た額（５万円を

上限とする。） 

（注）１ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 振込手数料、各種添付書類の発行手数料及び消費税等は、補助対象外とする。  

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）事業計画書 

 （２）補助事業者概要書 

 （３）受託事業者概要書（委託して補助事業を行う場合に限る。） 

 （４）収支予算書 

 （５）見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料 

 （６）その他参考となる資料 

３ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 この補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。 

（１）補助対象事業に要する経費の配分の変更（補助対象経費の２０％を超えない配分の変更

を除く。）をする場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（２）補助対象事業の内容の変更（補助金の交付の目的及び補助事業の能率に影響を及ぼさな

い範囲の変更並びに補助対象経費の２０％を超えない減額を除く。）をする場合は、あらか

じめ知事の承認を受けること。 

（３）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（４）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、その旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

２ 前項第１号から第３号までの規定により知事の承認を受けようとする場合の申請書の様式は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

（１）前項第１号の承認 事業経費配分変更承認申請書（別記第２号様式） 

（２）前項第２号の承認 事業内容変更承認申請書（別記第３号様式） 

（３）前項第３号の承認 事業中止（廃止）承認申請書（別記第４号様式） 

 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項の知事の定める期日は、補助金の交付の決定の日から１０日を経過す

る日とする。 

 



 

 

（状況報告） 

第８条 補助事業者は、知事から要求があった場合は、速やかに、別記第５号様式による事業遂

行状況報告書により、規則第１１条の規定による遂行状況の報告をしなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 実績報告書の様式は、別記第６号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）事業実施報告書 

 （２）収支決算書 

 （３）支出の根拠を示す資料 

 （４）その他参考となる資料 

３ 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、当該承認

を受けた日。以下同じ。）から３０日を経過する日又は知事が別に定める日のいずれか早い日と

する。 

 

（補助金の交付時期等） 

第１０条 この補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。 

２ 補助事業者は、知事が別に指定するところにより、別記第７号様式による補助金交付請求書

を提出しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第１１条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第２条の規定に該当す

るときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けた者が第

３条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により補助金

の交付決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定に

より補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１２条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属す

る年度の翌年度以後５年間（事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限

を受ける期間が５年を超える場合にあっては、当該期間の末日の属する年度の末日まで）とす

る。 

 

（書類の提出部数等） 

第１３条 この要綱により提出すべき書類の部数は、１通とする。 

 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

 



 

 

 附 則 

この要綱は、平成３０年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成３１年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 



 

 

別記 

第１号様式（第５条関係）  

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地 

申請者の名称 

代表者の職氏名 

 

年度外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金交付申請書 

 

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額  金         円 

 

２ 添付書類 

 （１）事業計画書（別紙１） 

 （２）補助事業者概要書（別紙２） 

（３）受託事業者概要書（別紙３）（委託して補助事業を行う場合に限る。） 

 （４）収支予算書（別紙４） 

 （５）補助対象経費の積算の根拠となる資料（見積書の写し等） 

 （６）その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

事業計画書 

 

１ 申請事業名 

 

 

２ 申請者の概要 

申請者の所在地  

申請者の名称  

代表者の職氏名  

【担当者の連絡先】 

担当者の職氏名  

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

３ 事業の内容（別紙にまとめることも可） 

（１）事業の実施期間 

       年  月  日から   年  月  日まで 

 

（２）実施する事業の内容及び期待される成果 

① 研修等の名称 

 

② 研修等の概要 

 

③ 開催地・会場 

 

④ 開催期間   

       年  月  日から   年  月  日まで  計   時間 

 

⑤ 参加者予定数 

 

⑥ 期待される成果等 

 

 

 

（３）委託をする場合の委託事業の受託者及び委託の範囲 

 

 

 

備考 複数回開催する場合は、全てを記載してください。 

 

 



 

 

別紙２ 

 

 

補助事業者概要書 

 

 

補助事業者名  

補助事業者に係る 

連絡先 

住所 〒 

担当者の職氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-mailアドレス  

補助事業者の概要  

※ 補助事業者の概要欄には、これまで実施した事業、現在の活動状況等について、できるだけ

詳しく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙３ 

 

 

受託事業者概要書 

 

 

受託事業者名  

受託事業に係る 

連絡先 

住所 〒 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-mailアドレス  

受託事業者の概要  

※ 受託事業者の概要欄には、これまで実施した事業、現在の活動状況等について、できるだけ

詳しく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙４ 

 

収支予算書 

 

 

１ 収入の部 

区  分 金  額（円） 内   訳 

（１）県補助金   

（２）自己資金   

（３）その他   

計  － 

 

２ 支出の部 

区  分 金  額（円） 内   訳 

（１）補助対象経費 

 

 

 

 

（小計） 

  

  

  

  

  

 － 

（２）補助対象外経費 

 

 

 

 

（小計） 

  

  

  

  

  

 － 

計  － 

※ 補助対象経費については、見積書を添付してください。 

 



 

 

第２号様式（第６条関係） 

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名       

 

事業経費配分変更承認申請書 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった   年度外国人技能実習生地域社会共生

推進事業費補助金について、下記のとおり事業に要する経費の配分を変更したいので、外国人技

能実習生地域社会共生推進事業費補助金交付要綱第６条第１項第１号の承認を申請します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 「記」以下は、変更前と変更後の経費の配分が分かるよう、具体的かつ分かりやすく記載

すること。 



 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名       

 

事業内容変更承認申請書 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった   年度外国人技能実習生地域社会共生

推進事業費補助金について、下記のとおり事業の内容を変更したいので、外国人技能実習生地域

社会共生推進事業費補助金交付要綱第６条第１項第２号の承認を申請します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 「記」以下は、変更前と変更後の事業の内容が分かるよう、具体的かつ分かりやすく記載

すること。 



 

 

第４号様式（第６条関係）  

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名       

 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった   年度外国人技能実習生地域社会共生

推進事業費補助金について、下記の理由により、事業を中止（廃止）したいので、外国人技能実

習生地域社会共生推進事業費補助金交付要綱第６条第１項第３号の承認を申請します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 「記」以下は、中止（廃止）の理由を、具体的かつ詳細に記載すること。 

 



 

 

第５号様式（第８条関係）  

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名       

 

   年度外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金に係る 

事業遂行状況報告書 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった   年度外国人技能実習生地域社会共生

推進事業費補助金に係る事業の   年 月 日現在の遂行状況について、下記のとおり報告し

ます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６号様式（第９条関係）  

 

 

年 月 日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名       

 

   年度外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金実績報告書 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった   年度外国人技能実習生地域社会共生

推進事業費補助金に係る事業が完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の規定によ

り、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となった事業名 

 

 

２ 事業に要した経費及び補助金の額 

 （１）事業に要した経費    金         円 

 （２）補助金の額        金         円 

 

 

３ 添付書類 

（１）事業実績報告書（別紙１） 

（２）決算総表（収支決算書類）（別紙２） 

（３）支出明細報告書（別紙３） 

（４）その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１                              

事業実績報告書 

 

１ 事業名 

 

 

２ 申請者の概要 

申請者の所在地  

申請者の名称  

代表者の職氏名  

【担当者の連絡先】 

担当者の職氏名  

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

３ 事業の内容（別紙にまとめることも可） 

（１）事業の実施期間 

       年  月  日から   年  月  日まで 

 

（２）実施した事業の内容及び得られた成果 

① 研修等の名称 

 

② 研修等の概要 

 

③ 開催地・会場 

 

④ 開催期間   

       年  月  日から   年  月  日まで  計  時間 

 

⑤ 参加者数 

 

⑥ 得られた成果等 

 

 

 

 

 

備考 複数回開催した場合は、全てを記載してください。 

 

 

 

 



 

 

別紙２                             

決算総表（収支決算書） 

 

 

（１）収入の部                    単位：円 

経費区分 
金額 

  備 考 
 予算額  決算額 

補助金    

自己資金    

その他    

合計額    

 

 

 

（２）支出の部                                                  単位：円 

経費区分 項目 

事業に要する経費 

 

補助対象経費 

 

左（補助対象経費）の負担区分 

備考 自己負担額 補助金額 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 

           

           

           

           

           

合計額           

 

※注意点 

１ 予算額欄には、申請書の計画の内容に記載したもの（事業計

画を変更した場合は、承認を受けた変更後の計画に基づくも

の）を記入すること。 

２ 補助対象経費は、事業に要する経費のうち補助対象となるも

のについて、消費税額及び地方消費税額を控除した金額を記

入すること。 

３ 予算額と決算額が著しく相違するときは、その理由を備考欄

に記入すること。 

４ 経費については、千円未満を切り捨てず円単位まで記入する

こと。ただし、補助金額は、千円未満を切り捨てた額を記入

すること。 



 

 

別紙３                             

支出明細報告書 

単位：円 

経費区分 項目 内容 積算 
金額（円） 

（補助対象外経費） 
見積年月日 契約年月日 入手年月日 支払年月日 

 
 

  
 

（       ） 
    

 
 

  
 

（       ） 
    

 
 

  
 

（       ） 
    

 
 

  
 

（       ） 
    

 
 

  
 

（       ） 
    

 
 

  
 

（       ） 
    

合計額 

（うち補助対象外経費） 

 

（       ） 
 

（注）１ 項目欄には、経費区分ごとに経費の内訳項目を記入すること。 

２ 内容欄には、項目ごとに経費の詳細な内訳を記入すること。 

３ 積算欄には、内容ごとに積算明細【＠単価（消費税等込み）×数量＝金額（消費税等込み）】、仕様、購入先及び支払先等を記入すること。 

      ４ 金額欄には、千円未満を切り捨てず円単位まで記入すること。また、消費税額及び地方消費税額を含めた額を記入すること。また、当該金

額のうち補助対象外経費については、下段の（ ）内に補助対象外経費の額（消費税額及び地方消費税額を含む。）を記入すること。 

      ５ 入手年月日欄には、補助対象物件が納品された日を記入すること。 

 

 



 

 

第７号様式（第１０条関係） 

 

 

年 月 日 

 

岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地   

申請者の名称    

代表者の職氏名    印  

 

年度外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金（概算払）交付請求書 

 

年 月 日付け 第 号で補助金の額の確定（交付決定）のあった   年度外国人技

能実習生地域社会共生推進事業費補助金の交付を受けたいので、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求する事業名 

 

２ 補助金請求額                       円 

      内訳 確定補助金額（交付決定額）                        円 

            既受領済額                                        円 

            今回請求額                                        円 

            残   額                                        円 

 

３ 補助対象経費支出計画（概算払請求の場合のみ） 

別紙のとおり 

 

４ 振込先 

金融機関名          銀行（金庫）・         支店 

口座名義（ふりがな）  

預金の種別    普 通  ・ 当 座 

口座番号  

 

 

 

 

 


